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　　　株　主　各　位

第14回定時株主総会招集ご通知に際しての
インターネット開示事項

【事業報告】
・業務の適正を確保するための体制及び運用状況

【連結計算書類】
・連結株主資本等変動計算書
・連結注記表

【計算書類】
・株主資本等変動計算書
・個別注記表

（2020年７月１日から2021年６月30日まで）

上記の事項につきましては、法令及び当社定款第14条の規定に基づき、インター
ネット上の当社ウェブサイト（アドレスhttps://www.sho-bondhd.jp/）に
掲載することにより株主の皆様に提供しております。

表紙
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業務の適正を確保するための体制及び運用状況
１．決議の内容の概要

当社は、2015年９月25日の定時株主総会で承認された「監査等委員会設置会社」への機
関設計の変更を織り込み、「株式会社の業務の適正を確保するための体制（内部統制システ
ム）」の改定を行っております。その内容は以下のとおりであります。

（1）取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
① 各取締役は取締役会及び経営会議の場で、他の取締役の業務執行につき報告を受け、相互

の業務執行について、法令及び定款に適合しているかを監督します。
② 取締役会はコンプライアンス・ポリシー（社是、企業行動基準）を定め、必要に応じて見

直しを行い、全役職員に周知徹底させます。
③ コンプライアンス担当部署を置き、コンプライアンスに関する規程、マニュアルを整備、

強化し、定期的に研修等を行い、コンプライアンス・ポリシー（社是、企業行動基準）の
全役職員への浸透を図ります。

④ 不正行為、違法行為等に関して使用人が直接報告、相談できる内部通報窓口を設置します。
通報窓口責任者が法令又は定款に違反する恐れがあると判断した場合には、速やかに監査
等委員会に報告します。

⑤ 反社会的勢力による不当要求に対し組織全体として毅然とした態度で対応し、反社会的勢
力とは取引関係その他の一切の関係を持たない社内体制を整備します。

（2）取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務の執行に係る情報については、文書管理規程に基づき適切かつ確実に保存・

管理します。
（3）損失の危険の管理に関する規程その他の体制

① リスク管理統括部署は、担当役員の指揮監督の下、リスク管理規程に基づき、常時リスク
管理体制の構築、改善、運用及び各部門・事業子会社への啓蒙、指導を行います。

② 各部門・事業子会社の長は、リスク管理規程に定めるリスクが発生した場合、速やかにリ
スク管理担当役員及びリスク管理委員会事務局に報告し、リスク管理担当役員は、報告を
受けた内容を取締役会及び監査等委員会へ報告します。

－ 1 －
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（4）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
① 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、定時取

締役会を原則として毎月１回程度開催するとともに、必要に応じ臨時取締役会を適宜開催
します。経営方針に関わる重要事項については、事前に社長、その他必要な取締役が十分
な審議を行った上で、取締役会に諮るものとします。

② 取締役会の決定に基づく業務執行については、組織規程、業務分掌規程、職務権限規程に
定めるところにより、取締役会が任命する代行者の指揮の下行います。

（5）当社及び当社子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
イ．当社子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制並びに当社

子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
自主性を尊重しつつ、事業内容の定期的な報告を求め、重要案件については事前協議を

行います。
ロ．当社子会社の損失の危機の管理に関する規程その他の体制

当社のリスク管理統括部署が、グループ全体を統括します。
ハ．当社子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保す

るための体制
当社のコンプライアンス担当役員及びコンプライアンス担当部署がグループ全体を統括

します。
（6）監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項、当該取締役及び使用人

の他の取締役（監査等委員である取締役を除く。）からの独立性に関する事項並びに監査
等委員会の当該取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査等委員会の職務を補助すべき使用人として監査室に所属する兼務の使用人を１名配置

するものとし、その人事異動、組織変更等については監査等委員会の意見を尊重します。ま
た、当該使用人が補助業務対応のための十分な時間を確保できるよう配慮します。

－ 2 －
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（7）当社及び当社子会社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人が監査等委
員会に報告するための体制、その他の監査等委員会への報告に関する体制、並びに当該報
告をしたものが当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保する
ための体制

① 取締役及び使用人は、会社に重大な損害を与える事項が発生又は発生する恐れがあるとき、
役職員による法令違反又は不正行為を発見したとき、その他監査等委員会が報告すべきも
のと定めた事項が生じたときは、監査等委員会に報告します。前記に関わらず監査等委員
会はいつでも必要に応じて、取締役及び使用人に対して報告を求めることができます。

② 子会社の取締役、監査役及び使用人から監査等委員会への報告に関する手続を定め、監査
等委員が必要とする情報を適時適切に提供します。

③ 当社は、監査等委員会へ報告を行った役員及び使用人に対し、そのことを理由として不利
な取扱いを行うことを禁止し、その旨を役員及び使用人に周知徹底します。

（8）監査等委員の職務の執行（監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。）について生
ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処
理に係る方針に関する事項
監査等委員が、その職務の執行について生ずる費用の前払又は償還等の請求をしたときは、

当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は
債務を処理します。

（9）監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査等委員は、経営会議等、重要な会議に出席して、業務執行状況を把握するとともに、

主要な稟議書その他業務執行に関する重要文書を閲覧し、必要に応じて、取締役又は使用人
に説明を求めることができます。また、監査室及び会計監査人と定期的に情報交換を行い、
業務執行及び財務上の問題点につき協議します。

－ 3 －
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２．体制の運用状況の概要
業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下のとおりであります。

（1）取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための取組みの
状況
当社では、研修会を継続的に実施し、役員及び従業員に対して、法令、規程等を順守する

ことの徹底を図っております。また、コンプライアンスに関する相談・通報体制については
監査等委員を窓口としておりますが、社外にも弁護士を窓口とする通報体制の整備を図って
おり、一層の強化に努めております。

（2）取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する取組みの状況
取締役の職務の執行に係る情報については、総務部が文書管理規程に基づき適切かつ確実

に保存・管理しております。
（3）損失の危険の管理に関する規程その他の取組みの状況

損失の危機の管理に関しては、リスク管理規程に則り、子会社を含むリスク管理体制の検
証及び見直しを行い、体制の整備を行っております。

（4）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための取組みの状況
取締役会は、取締役（監査等委員であるものを除く。）５名、監査等委員である取締役４

名（うち社外取締役は３名）の合計９名で構成されております。取締役会は、当事業年度中
に13回開催し、そのほか、会社法第370条及び当社定款第28条の規定に基づき、取締役会
決議があったものとみなす書面決議が１回あり、各議案についての審議、業務執行の状況等
についての監督を行い、活発な意見交換がなされており、意思決定及び監督の実効性は確保
されていると考えております。

（5）当社及び当社子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための取組みの状況
当社グループでは、法令の改正等の内容を適時通知するなどして、また、事業所単位で研

修会を継続的に実施し、役員及び従業員に対して、法令、規程等を順守することの徹底を図
っております。また、コンプライアンスに関する相談・通報体制については、監査等委員を
窓口としておりますが、社外にも弁護士を窓口とする通報体制の整備を図っており、一層の
強化に努めてまいります。

また、グループ間取引、子会社各社の重要案件の決定、定型外取引、重要な新規取引等に
ついては事前協議を十分に行い、グループ決裁基準に基づき、適切に決裁されております。

－ 4 －
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（6）監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項、当該取締役及び使用人
の他の取締役（監査等委員である取締役を除く。）からの独立性に関する事項並びに監査
等委員会の当該取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する取組みの状況
監査等委員会の職務を補助すべき使用人として監査室に所属する兼務の使用人を１名配置

しており、その人事異動、組織変更等については監査等委員会の意見を尊重しております。
また、当該使用人が補助業務対応のための十分な時間を確保できるよう配慮しております。

（7）当社及び当社子会社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人が監査等委
員会に報告するための体制、その他の監査等委員会への報告に関する体制、並びに当該報
告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するた
めの取組みの状況
当社グループ内において法令等に違反する行為、社内の規程・手順に違反する行為及び社

是その他の企業行動基準に違反する行為の発生又は発生の恐れを発見した場合に、監査等委
員を窓口とした内部通報制度を運用しております。また、通報したことそれ自体を理由とし
た不利益な取扱いの禁止を、内部通報制度運用規程で定めております。

（8）監査等委員の職務の執行（監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。）について生
ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処
理に係る方針に関する取組みの状況
監査等委員が、その職務の執行について生じた費用の償還等の請求をしたときは、速やか

に当該費用を処理しております。
（9）監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための取組みの状況

監査等委員は、取締役会への出席を通じ、取締役から業務の報告を受けるとともに、その
意思決定の過程や内容について監督を行っております。

監査等委員は、監査室が行った監査に関する報告を受ける等、監査室との連携を密にし、
効果的な監査が実施可能な体制を構築しております。また、監査等委員は、代表取締役及び
会計監査人と適宜意見交換を行っております。

－ 5 －
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連結株主資本等変動計算書
(2020年 7 月 1 日から

2021年 6 月30日まで)
(単位：百万円)

株　　　　　主　　　　　資　　　　　本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株主資本合計

当 期 首 残 高 5,000 34,762 46,289 △2,503 83,548

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △4,548 △4,548

親会社株主に帰属する当期純利益 11,340 11,340

自 己 株 式 の 取 得 △1 △1

土 地 再 評 価 差 額 金 の 取 崩 △105 △105

株主資本以外の項目の当期変動額（純額）

当 期 変 動 額 合 計 ― ― 6,686 △1 6,684

当 期 末 残 高 5,000 34,762 52,975 △2,504 90,233

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額
非 支 配
株 主 持 分 純資産合計その他有価証

券評価差額金
土地再評価
差 額 金

為 替 換 算
調 整 勘 定

退職給付に係
る調整累計額

そ の 他 の 包 括
利益累計額合計

当 期 首 残 高 1,835 △1,693 △14 △76 51 17 83,617

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △4,548

親会社株主に帰属する当期純利益 11,340

自 己 株 式 の 取 得 △1

土 地 再 評 価 差 額 金 の 取 崩 △105

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 528 105 4 △28 610 47 658

当 期 変 動 額 合 計 528 105 4 △28 610 47 7,343

当 期 末 残 高 2,364 △1,587 △9 △104 662 64 90,960

－ 6 －

連結株主資本等変動計算書
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連結注記表
（連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等）
　１．連結の範囲に関する事項
(1) 連結子会社の数　　　　　　　　16社
(2) 主要な連結子会社の名称　　　　ショーボンド建設株式会社

　ショーボンドマテリアル株式会社
　２．持分法の適用に関する事項
(1) 持分法を適用した関連会社の数　1社

　　　会社等の名称　　　　　　　　　CPAC SB&M Lifetime Solution Co.,Ltd.
(2) 持分法を適用しない関連会社の　株式会社トラステック

　　　名称等
　　　持分法を適用しない理由　　　　持分法を適用していない関連会社（１社）は、当期純損益（持分に見合

う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等からみて、持分法の対象か
ら除いても連結計算書類に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体として
も重要性がないため、持分法の適用範囲から除外しております。

　３．連結子会社の事業年度等に　　　連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。
関する事項

　４．会計方針に関する事項
(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

①　有価証券
その他有価証券

時価のあるもの　　　　　決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法によ
り処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。）

時価のないもの　　　　　移動平均法による原価法
②　たな卸資産　　　　　　　　　通常の販売目的で保有するたな卸資産

未成工事支出金　　　　　　個別法による原価法
その他のたな卸資産　　　　総平均法による原価法（収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により

算定しております。）
(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

①　有形固定資産　　　　　　　　定率法を採用しております。但し、1998年４月１日以降に取得した建物
　 （リース資産を除く） 　　　　（建物附属設備は除く）については、定額法を採用しております。また、

2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物は定額法を採
用しております。

②　無形固定資産　　　　　　　　定額法を採用しております。但し、ソフトウェア（自社利用分）につい
　 （リース資産を除く）  　　　　ては、社内における利用可能期間（主に５年）に基づく定額法を採用し

ております。

－ 7 －

連結注記表
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③　リース資産　　　　　　　　　リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンス・リース
取引については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額
法を採用しております。

(3) 重要な引当金の計上基準
①　貸倒引当金 　債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討
し、回収不能見込額を計上しております。

②　役員賞与引当金 　役員に対して支給する賞与の支出に備えるため、支給見込額に基づき計
上しております。

③　完成工事補償引当金 　完成工事に係る瑕疵担保の費用に備えるため、過年度の実績率に基づく
補償見込額のほか、当該損失を合理的に見積もることが可能な特定個別
工事については将来の補償見込額を加味して計上しております。

④　工事損失引当金 　受注工事に係る将来の損失に備えるため、当連結会計年度末における手
持工事の損失見込額を計上しております。

⑤　役員退職慰労引当金 　連結子会社の一部について、役員の退職慰労金の支給に備えるため、「役員
退職慰労金内規」に基づく連結会計年度末要支給額を計上しております。

(4) 重要な収益及び費用の計上基準
完成工事高及び完成工事原価の計上基準
　完成工事高の計上は、当連結会計年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事について
は工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の工事については工事完成基準を適用し
ております。
(5) その他連結計算書類作成のための重要な事項

①　消費税等の会計処理 　消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。
　　②　退職給付に係る会計処理の方法

　１．退職給付見込額の期間
　　　帰属方法

　退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末まで
の期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっておりま
す。

　２．数理計算上の差異の
　　　費用処理方法

　数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時の従業員の平均
残存勤務期間以内の一定の年数（５年）による定額法により、発生年度
から費用処理しております。

　　③　のれんの償却方法及び償却期間
　　　　　のれんの償却については、10年間の定額法により償却を行っております。
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（表示方法の変更に関する注記）
　「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用
　　「会計上の見積りの開示に関する会計基準」（企業会計基準第31号　2020年３月31日）を当連結会計年度

から適用し、連結注記表に（会計上の見積りに関する注記）を記載しております。

（会計上の見積りに関する注記）
　完成工事高及び完成工事原価の計上
(1) 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額
　　工事進行基準による完成工事高 71,450百万円

　(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
　完成工事高の計上は、当連結会計年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事について
は工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の工事については工事完成基準を適用し
ております。
　工事収益総額の見積りに当たっては、工事契約について当事者間で実質的に合意された対価の額に関する
定めを用いておりますが、その一部又は全部が将来の不確実な事象に関連付けて定められている場合には、
当該工事における実行予算等に基づき見積りを行っております。
　工事原価総額の見積りに当たっては、工事契約に係る実行予算を作成することにより見積りを行っており、
適時・適切に見積りと実績を対比することにより、見積りの見直しを行っております。
　当該見積り及び当該仮定について、将来の不確実な経済条件の変動等により見直しが必要となった場合、
翌連結会計年度以降の連結計算書類において認識する完成工事高及び完成工事原価の金額に重要な影響を与
える可能性があります。

（連結貸借対照表に関する注記）
　１．有形固定資産の減価償却累計額 8,766百万円
　２．偶発債務

　　2016年６月期において当社の子会社であるショーボンド建設株式会社及びその子会社が施工した橋梁
補修工事で使用した落橋防止装置の部材に一部溶接不良があることが判明し、調査及び修補に伴う費用の
うち当連結会計年度に発生した費用194百万円を完成工事修補費用として特別損失に計上しております。

　　また、将来発生が合理的に見込まれる調査・修補費用として完成工事補償引当金に計上した金額は、当
連結会計年度末において、流動負債312百万円、固定負債338百万円となっております。

　　一方、製造に起因する不良が判明した場合、その調査・修補費用については製造会社に求償することと
しており、製造会社からの回収の都度、特別利益に計上する予定であります。

　　しかしながら、今後数年間調査の過程で新たに修補費用が発生する可能性があり、また製造会社からの
回収状況により、連結業績に影響が生じる可能性がありますが、その時期及び総額については現時点では
合理的に見積もることができないため、その影響を連結計算書類に反映しておりません。
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　３．土地の再評価
　　当社子会社のショーボンド建設株式会社は、「土地の再評価に関する法律」（平成10年３月31日公布法

律第34号）及び「土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律」（平成11年３月31日改正）に基づ
き、事業用の土地の再評価を行い、当該評価差額に係る税金相当額を「土地再評価に係る繰延税金資産」
として資産の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しており
ます。

　・再評価の方法
　　「土地の再評価に関する法律施行令」（平成10年３月31日公布政令第119号）第２条第４号に定める地価税

法（平成３年法律第69号）第16条に規定する地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額を算定するため
に国税庁長官が定めて公表した方法により算定した価額に合理的な調整を行って算出しております。

　・再評価を行った年月日 2000年６月30日
　・再評価を行った土地の当連結会計年度末における

　時価と再評価後の帳簿価額との差額 △1,351百万円

（連結損益計算書に関する注記）
　　　減損損失

　　当連結会計年度において、当社グループは以下の資産について減損損失を計上いたしました。

場 所 用 途 種 類 減 損 損 失
（ 百 万 円 ）

京 都 府 京 都 市 事 業 用 資 産 土 地 及 び 建 物 等 59
　　　　上記資産は売却の意思決定を行ったため、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失
　　　として特別損失に計上しております。
　　　　なお、当該資産の回収可能価額は正味売却価額により測定しており、正味売却価額は不動産仲介業者に
　　　よる鑑定評価額にて算定しております。

（連結株主資本等変動計算書に関する注記）
　１．発行済株式の総数に関する事項

株 式 の 種 類 当連結会計年度期首 増 加 減 少 当連結会計年度末

普 通 株 式 56,745,180株 － － 56,745,180株

　２．自己株式の数に関する事項

株 式 の 種 類 当連結会計年度期首 増 加 減 少 当連結会計年度末

普 通 株 式 2,917,126株 348株 － 2,917,474株
（注）（変動事由の概要）

　　　　  単元未満株式の買取による増加 348株
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　３．当連結会計年度中に行った剰余金の配当に関する事項
(1) 配当金支払額

決 議 株式の種類 配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当額
（円） 基 準 日 効 力 発 生 日

2020年９月25日
定 時 株 主 総 会 普 通 株 式 2,395 44.50 2020年６月30日 2020年９月28日

2021年２月10日
取 締 役 会 普 通 株 式 2,153 40.00 2020年12月31日 2021年３月12日

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決 議 株式の種類 配当金の総額
（百万円） 配当の原資 １株当たり配当額

（円） 基 準 日 効 力 発 生 日

2021年９月28日
定 時 株 主 総 会 普通株式 3,525 利益剰余金 65.50 2021年６月30日 2021年９月29日

（金融商品に関する注記）
　１．金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針

　当社グループの資金運用は預金や高格付け社債等の安全性の高い金融資産で行い、資金調達は短期的な運
転資金及び設備資金等は全て自己資金を充当し、不足分を銀行借入による方針としております。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク

　営業債権である受取手形・完成工事未収入金等は、取引先の信用リスクに晒されております。
　有価証券は主に債券等であり、投資有価証券は主に業務上の関係を有する企業等の株式と債券であります。
いずれも市場価格の変動リスクに晒されております。
　営業債務である支払手形・工事未払金等はほぼ全てが４か月以内の支払期日であります。法人税、住民税
（都道府県民税及び市町村民税をいう。）及び事業税の未払額である未払法人税等は、そのほぼ全てが２か
月以内に納付期限が到来するものであります。これらは資金調達に係る流動性リスクに晒されております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制

　当社グループは、金融商品に係るリスク管理は連結子会社であるショーボンド建設株式会社経理部が統括
して行っております。各リスクについてのリスク管理体制等は次のとおりであります。
①　信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
　　当社グループは、共通の債権管理規程に従い、営業債権について取引先ごとに期日管理及び残高管理を

行い定期的に取引先の状況をモニタリングしております。回収遅延債権及び取引先の経営状況の悪化等に
よる回収懸念債権については定期的に報告され、個々の取引先ごとにリスクの軽減を図る体制をとってお
ります。

②　市場価格の変動リスク（株式価格や債券価格の変動リスク）の管理
　　株式については、購入に際して取引先との業務上のメリット、財務状況及び将来性を考慮しており、定

期的に時価及び発行会社の財務状況を把握するとともに、その保有の妥当性を検討しております。
－ 11 －
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　　その他有価証券及び投資有価証券については一時的な余資運用と位置付けており、資金運用基準を定め、
投資適格な債券等を運用対象としております。また、資金運用基準については市場環境等を勘案し、定期
的に見直しを行っております。これらの債券等についても定期的に時価及び発行会社の財務状況を把握す
るとともに、その保有の妥当性を検討しております。

③　資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理
　　適時に資金繰計画等を作成する方法により流動性リスクを管理しております。

　２．金融商品に関する事項
　2021年６月30日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり
ます。なお、時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品は「(4)有価証券及び投資有価証券」に
は含まれておりません。（（注）２．参照）

（単位：百万円）

連結貸借対照表計上額 時 価 差 額

(1) 現金預金 13,012 13,012 －

(2) 受取手形・完成工事未収入金等 44,156 44,156 －

(3) 電子記録債権 851 851 －

(4) 有価証券及び投資有価証券

その他有価証券 31,153 31,153 －

資産計 89,174 89,174 －

(1) 支払手形・工事未払金等 5,579 5,579 －

(2) 電子記録債務 3,759 3,759 －

(3) 未払法人税等 2,724 2,724 －

負債計 12,062 12,062 －
（注）１．金融商品の時価の算定方法

資　産
(1) 現金預金及び (2) 受取手形・完成工事未収入金等及び (3) 電子記録債権

　　　　 これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該
帳簿価額によっております。
(4) 有価証券及び投資有価証券

　　　　 これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、債券は取引所の価格または取引金
融機関から提示された価格によっております。短期間で決済されるものは、帳簿価額にほぼ等し
いことから、当該帳簿価額によっております。
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負　債
(1) 支払手形・工事未払金等、(2) 電子記録債務及び (3) 未払法人税等

　　　　 これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該
帳簿価額によっております。

（注）２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

区分 連結貸借対照表計上額

非上場株式 78百万円

　　　　　非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4)
有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。

（１株当たり情報に関する注記）
　１．１株当たり純資産額 1,688円64銭
　２．１株当たり当期純利益 210円68銭

（重要な後発事象に関する注記）
　自己株式の取得
　　当社は、2021年８月10日開催の取締役会において、会社法第165条第３項の規定により読み替えて適用さ

れる同法第156条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項について、次のとおり決議いたしました。
　１．自己株式の取得を行う理由

　   2021年８月10日公表の中期経営計画（2022年６月期～2024年６月期）の資本政策として、３年間で
100億円の自社株買いを実施することとしており、本件はこれに沿うものであります。

　２．取得に係る事項の内容
(1) 取得対象株式の種類　　　　　当社普通株式
(2) 取得し得る株式の総数　　　　75万株（上限）

　　　　　　　　　　　　　　　　　（発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割合 1.4％）
(3) 株式の取得価額の総額　　　　30億円（上限）
(4) 株式の取得期間　　　　　　　2021年８月11日より2022年６月30日まで
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株主資本等変動計算書
(2020年 7 月 1 日から

2021年 6 月30日まで)
(単位：百万円)

株　　　　主　　　　資　　　　本

純資産合計
資 本 金

資　本　剰　余　金 利 益 剰 余 金

自己株式 株主資本
合 計資本準備金 そ の 他

資本剰余金
資本剰余金
合 計

そ の 他
利益剰余金 利益剰余金

合 計繰越利益
剰 余 金

当 期 首 残 高 5,000 1,250 33,333 34,583 6,695 6,695 △2,503 43,776 43,776

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △4,548 △4,548 △4,548 △4,548

当 期 純 利 益 5,430 5,430 5,430 5,430

自 己 株 式 の 取 得 △1 △1 △1

当 期 変 動 額 合 計 ― ― ― ― 881 881 △1 879 879

当 期 末 残 高 5,000 1,250 33,333 34,583 7,577 7,577 △2,504 44,656 44,656
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個別注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
　１．資産の評価基準及び評価方法
　　　有価証券の評価基準及び評価方法

　　子会社株式　　　　　　　　　　移動平均法による原価法
　２．消費税等の会計処理

　　消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

（貸借対照表に関する注記）
　関係会社に対する短期金銭債務 6百万円

（損益計算書に関する注記）
　関係会社との取引高
　　　営業取引による取引高 5,709百万円
　　　営業取引以外の取引による取引高 13百万円

（株主資本等変動計算書に関する注記）
　当事業年度の末日における自己株式の数 普通株式 2,917,474株

（税効果会計に関する注記）
　繰延税金資産発生の主な原因は次のとおりであります。
　繰延税金資産

未払事業税 4百万円
その他 0百万円

繰延税金資産合計 4百万円

－ 15 －
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（関連当事者との取引に関する注記）
関連会社等

種  類 会社等の名称
資本金又
は出資金

（百万円）

事 業 の
内 容
又は職業

議決権等
の 所 有
(被所有)
割 合

関 係 内 容
取引の内容 取引金額

（百万円） 科　目 期末残高
（百万円）役員の

兼任等
事業上
の関係

子会社 ショーボンド
建設株式会社 10,100 土木建築

工 事 業 100％ 役員５名 経営管理、
資金貸付

経 営
指 導 料 282 － －

配 当 金
受 取 5,122 － －

資 金
貸 付 2,129 － －

利 息 の
受 取 13 － －

子会社
ショーボンド
マテリアル
株式会社

230 製品製造
販 売 業 100％ 役員１名 経営管理

経 営
指 導 料 6 － －

配 当 金
受 取 293 － －

取引条件及び取引条件の決定方針等
（注）１．当社が各子会社との間に締結した経営管理契約に基づき、取引条件を決定しております。

２．資金貸付については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
なお、取引金額については、期中平均残高を記載しております。

３．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には消費税等を含めてお
ります。

（１株当たり情報に関する注記）
　１．１株当たり純資産額 829円61銭
　２．１株当たり当期純利益 100円88銭

（重要な後発事象に関する注記）
　自己株式の取得
　　当社は、2021年８月10日開催の取締役会において、会社法第165条第３項の規定により読み替えて適用さ

れる同法第156条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項について、次のとおり決議いたしました。
　１．自己株式の取得を行う理由

　   2021年８月10日公表の中期経営計画（2022年６月期～2024年６月期）の資本政策として、３年間で
100億円の自社株買いを実施することとしており、本件はこれに沿うものであります。

－ 16 －
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　２．取得に係る事項の内容
(1) 取得対象株式の種類　　　　　当社普通株式
(2) 取得し得る株式の総数　　　　75万株（上限）

　　　　　　　　　　　　　　　　　（発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割合 1.4％）
(3) 株式の取得価額の総額　　　　30億円（上限）
(4) 株式の取得期間　　　　　　　2021年８月11日より2022年６月30日まで

－ 17 －
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